
令和6年度　市民活動にかかる主な那覇市の助成金一覧 令和6年4月1日

番号 事業名 所管課 問い合わせ先
交付団体

数目安
助成率 対象 事業の目的 助成対象経費 募集時期 交付決定時期 総予算額 審査方法 備考

① スタート
5万円以上20万円

以下
5団体 10割

② ステップ
20万円1千円以上

50万円以下
6団体 9割

③ ステップアップ
50万1千円以上100

万円以下
1団体 9割

2
那覇市地域福

祉基金
福祉政策課

電話番号：862-9002

住所：泉崎1-1-1

那覇市役所本庁2階

上限50万円

1事業50

万円を上

限に予算

額と調整

最大10

割（助

成額は

運営委

員会で

決定）

(対象団体)

本市において継続して1年以

上にわたって社会福祉に活

動実績のある団体

(対象事業)

 (1)　在宅福祉等の普及及び

向上に関する事業

(2)　健康・生きがいづくり

の推進に関する事業

(3)　ボランティア活動の活

発化に関する事業

(4)　その他、高齢者、障が

い者、児童等の保健福祉事

業等の向上に関する事業

高齢者等の保健福祉の

向上を図るため

事業実施にか

かる経費（団

体運営費にか

かるものは除

く）

4月～5月 7月中旬頃 2,700,000
プレゼン及び

書類審査

※詳細は、福祉政策課

ホームページでご確認

ください。

URL:https://www.city

.naha.okinawa.jp/fuku

si/fukushiseisaku/fuk

ushijigyou/nahasitiiki

hukusikik/R6_kikin.ht

ml

コース区分

4月1日 10,000,00010割

(1)かつ(2)に該当する団体

(1)①食事支援②基本的な生活指導

③基本的な学習支援④キャリア形

成支援⑤その他子どもの居場所に

関する活動のいずれかを月１日以

上の運営する 団体

(2)なは子どもの居場所ネットワー

クへ加入している団体

内閣府の「沖縄こどもの貧困緊

急 対策事業費補助金」を利用

し、市内の貧困状態にある子ど

もや将来的に貧困に陥る可能性

がある子どもの居場所の運営に

対し支援を行うことにより、子

どもの貧困の連鎖を断ち切り自

立を助長し、もって福祉の増進

に資することを目的とする。

謝金

交通費

消耗品費(食材費等)

印刷製本費

使用料及び賃借料

通信運搬費

光熱水費

保険料

2月下旬

福祉政策課所管の地域福

祉基金を活用

学生団体・NPO・市民活動

団体・校区まちづくり協議

会・自治会、ボランティア

団体等

（スタート）団体設立年数

が1年未満の団体もしくは学

生主体の団体

（ステップ）（ステップ

アップ）団体設立年数が1年

以上の団体

本市で社会貢献活動を

行う市民活動団体の活

動に対する助成金を交

付する

活動費のみ

（団体の運営

のための人件

費は不可）

４月上旬 5,000,000

ボランティア団体等が実

施する子どもの居場所運

営事業

1

3

中間報告会10月

成果発表＆交流会3月

広報支援、随時相談受

付ます

ホームページ

URL:https://www.city

.naha.okinawa.jp/kura

sitetuduki/collabo/ma

tidukuri/siencenter/jy

oseikin2023.html

保護管理課ホームペー

ジ

URL:https://www.city

.naha.okinawa.jp/fuku

si/osirase/HHOGO10

052024022216411886

1.html

※令和6年度の募集は

締切ました。

書類審査

那覇市子ども

の居場所運営

支援事業補助

金

保護管理課 ボランティア団体 24団体

電話番号：861-

5193、861-5194

住所：泉崎1-1-1

那覇市役所本庁2階

5月中旬
プレゼン及び

書類審査

なは市民活動

支援事業

まちづくり協働

推進課

電話番号：861-5024

住所：銘苅2-3-1なは

市民協働プラザ2階

なは市民活動支援セン

ター


